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宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について 

 

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に

伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改

正について」（令和４年４月 27日国不動第 15号）により、「宅地建物取引業法の解釈・

運用の考え方」（平成 13年国総動発第３号。以下「ガイドライン」という。）の改正に

ついて通知を行ったところである。 
 

これについて、表現の適正化等の観点から、同通知による改正後のガイドラインの

一部を下記のとおり改正し、令和４年５月１８日から施行することとしたので、貴団

体におかれては、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知・徹底を図られたい。 

 

記 

 

・宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方を別添のとおり改正する。 

 

以上 

 


